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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキロータと、このブレーキロータに接触させる摩擦部材と、この摩擦部材を前記
ブレーキロータに接触させる摩擦部材操作手段と、この摩擦部材操作手段を駆動する電動
モータと、この電動モータを制御することによりブレーキ力を制御する制御装置とを備え
る電動ブレーキ装置を複数設けた電動ブレーキシステムにおいて、
　前記各電動ブレーキ装置における前記電動モータおよび前記制御装置に電力を供給する
主たる電源装置を設け、前記各電動ブレーキ装置に、前記主たる電源装置から供給される
電力を蓄電しておき少なくとも前記電動ブレーキ装置の前記電動モータに補助的に用いる
補助電源を設け、
　前記各電動ブレーキ装置の前記制御装置は、
　前記電源装置から前記電動ブレーキ装置への電力供給の異常の有無を判断する異常判断
部と、
　この異常判断部により、前記電源装置から前記電動ブレーキ装置への電力供給に異常有
りと判断したとき、定められた条件に従って前記補助電源を用いて前記ブレーキ力を制御
する冗長機能制御部と、
を有し、
　この冗長機能制御部は、前記定められた条件として、少なくとも、前記異常判断部で電
力供給に異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置だけでは所望のブレーキ力が出
せないという基本条件を満たすとき、前記補助電源を用いて前記ブレーキ力を制御するこ
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とを特徴とする電動ブレーキシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電動ブレーキシステムにおいて、前記冗長機能制御部は、異常が無い
と判断された全ての電動ブレーキ装置によって発生する前後方向の減速度が閾値以下とな
る前記基本条件を満たすことに加え、前記定められた条件として、前記電動ブレーキシス
テムを搭載した車両の旋回加速度が定められた値以下となるように、前記補助電源を用い
る電動ブレーキシステム。
【請求項３】
　請求項２に記載の電動ブレーキシステムにおいて、前記冗長機能制御部は、前記車両の
操縦者によるブレーキ力の要求値が大きくなるほど前記前後方向の減速度の閾値が大きく
なる相関に基づいて、前記前後方向の減速度の閾値を変更するものとした電動ブレーキシ
ステム。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の電動ブレーキシステムにおいて、前記
電動ブレーキシステムを搭載した車両の走行速度を推定する車速推定手段を設け、前記冗
長機能制御部は、前記定められた条件として、前記基本条件を満たすことに加え、前記車
速推定手段で推定した車速が定められた車速以上の条件を満たすとき前記補助電源を用い
る電動ブレーキシステム。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の電動ブレーキシステムにおいて、電力
供給に異常が有ると判断された電動ブレーキ装置の前記冗長機能制御部は、電力供給に異
常が無い全ての電動ブレーキ装置のセンシング情報から、前記補助電源の電力を使用する
か否かを決定する電動ブレーキシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電動ブレーキ装置を複数設けた電動ブレーキシステムに関し、補助電源を
限定して用いることで、冗長機能を備えると共に補助電源の搭載スペースを確保し得る技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動ブレーキ装置として、以下の技術が提案されている。
　１．ブレーキペダルを踏み込むことで、モータの回転運動を直動機構を介して直線運動
に変換して、ブレーキパッドをブレーキディスクに押圧接触させて制動力を付加する技術
（特許文献１）。
　２．遊星ローラねじ機構を使用した電動式直動アクチュエータ（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－３２７１９０号公報
【特許文献２】特開２００６－１９４３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１，２のような電動ブレーキ装置を用いた電動ブレーキシステムにおいて、電
源系統の冗長性の向上が大きな課題となる。その際、主電源とは別の補助電源を設ける方
法と、主電源からの送電系統を多重化する方法が主に考えられる。
　送電系統の多重化について、一般に電動ブレーキ装置のモータ定格電流を保証する際に
ハーネスが太くなる場合があり、組立工数の増加、ハーネスのコスト、配線スペースの面
から送電系統の多重化が困難な場合がある。
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【０００５】
　一方で、主電源とは別の補助電源を設ける場合、例えば、ディスクブレーキにおいて、
モータ、制御装置、補助電源を全てブレーキキャリパに設けることで、ブレーキキャリパ
上で完結した電源冗長系を構成することができる。
　また、一般に車両の主電源はエネルギ密度の高いバッテリで構成する場合が多いが、充
放電サイクルへの耐性が低い、充放電時の電流密度が低い、等の課題があり、例えば、前
記補助電源をキャパシタで構成すれば、前記の課題の改善が期待できる。
　しかしながら、補助電源を用いる場合、補助電源の搭載スペースが限られてしまう場合
があり、大きなエネルギの蓄電が困難となる可能性がある。
【０００６】
　この発明の目的は、電源系統の冗長性を備えると共に構成部品の搭載スペースの自由度
を高めることができる電動ブレーキシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の電動ブレーキシステムは、ブレーキロータ８と、このブレーキロータ８に接
触させる摩擦部材９と、この摩擦部材９を前記ブレーキロータ８に接触させる摩擦部材操
作手段６と、この摩擦部材操作手段６を駆動する電動モータ４と、この電動モータ４を制
御することによりブレーキ力を制御する制御装置２とを備える電動ブレーキ装置を複数設
けた電動ブレーキシステムにおいて、
　前記各電動ブレーキ装置における前記電動モータ４および前記制御装置２に電力を供給
する主たる電源装置３を設け、前記各電動ブレーキ装置に、前記主たる電源装置３から供
給される電力を蓄電しておき少なくとも前記電動ブレーキ装置の前記電動モータ４に補助
的に用いる補助電源１８を設け、
　前記各電動ブレーキ装置の前記制御装置２は、
　前記電源装置３から前記電動ブレーキ装置への電力供給の異常の有無を判断する異常判
断部２６と、
　この異常判断部２６により、前記電源装置３から前記電動ブレーキ装置への電力供給に
異常有りと判断したとき、定められた条件に従って前記補助電源１８を用いて前記ブレー
キ力を制御する冗長機能制御部２７と、
を有し、
　この冗長機能制御部２７は、前記定められた条件として、少なくとも、前記異常判断部
２６で電力供給に異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置だけでは所望のブレー
キ力が出せないという基本条件を満たすとき、前記補助電源１８を用いて前記ブレーキ力
を制御することを特徴とする。
　前記所望のブレーキ力は、車両の操縦者による要求ブレーキ力に対応して出力される実
際のブレーキ力である。
　前記定められた条件、前記所望のブレーキ力は、それぞれ試験やシミュレーション等の
結果により定められる。
【０００８】
　この構成によると、通常、主たる電源装置３は電動モータ４および制御装置２に電力を
供給する。この電力を供給している状態で、制御装置２は、例えば、上位の制御装置１７
からの指令等から適切なブレーキ力となるよう電動モータ４を制御する。このとき補助電
源１８に、主たる電源装置１７から電力が供給されて蓄電される。
　異常判断部２６は、電源装置３から電動ブレーキ装置への電力供給の異常の有無を判断
する。冗長機能制御部２７は、異常判断部２６により前記電動ブレーキ装置への電力供給
に異常有りと判断したとき、定められた条件に従って補助電源１８を用いてブレーキ力を
制御する。
【０００９】
　冗長機能制御部２７は、前記定められた条件として、少なくとも異常判断部２６で電力
供給に異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置だけでは所望のブレーキ力が出せ
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ないという基本条件を満たすとき、補助電源１８を用いてブレーキ力を制御する。このよ
うに電動ブレーキシステムにおいて、主たる電源装置３および補助電源１８を設けること
で、補助電源のない電動ブレーキシステムに対し電源系統の冗長機能を得られる。
【００１０】
　さらに電動ブレーキシステム全体の機能が所定より低下した場合に限定して補助電源１
８を用いるため、例えば、車両に一般的に用いられるバッテリよりも小型のバッテリや、
キャパシタを補助電源１８として適用することができる。補助電源１８を限定して用いる
分、補助電源１８の小型化を図り、同補助電源１８の車両への搭載スペースの自由度を高
めることができる。これにより、設計の自由度を高めることができる。
【００１１】
　前記冗長機能制御部２７は、異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置によって
発生する前後方向の減速度が閾値以下となる前記基本条件を満たすことに加え、前記定め
られた条件として、前記電動ブレーキシステムを搭載した車両の旋回加速度が定められた
値以下となるように、前記補助電源１８を用いるものとしても良い。
　前記定められた値、前記閾値は、それぞれ試験やシミュレーション等の結果により定め
られる。
　複数の車輪のうちいずれかの車輪に対応する電動ブレーキ装置への電力供給に異常有り
と異常判断部２６が判断した状態で、ブレーキペダル１９が強く踏み込まれた場合など車
両の操縦者による要求ブレーキ力が高くなると、その他の電動ブレーキ装置のみのブレー
キ力だけでは不足する場合がある。このような場合に補助電源１８を用いることで、要求
ブレーキ力に対応する所望のブレーキ力を得ることができる。この場合に車両の旋回加速
度が定められた値以下となるときに補助電源１８を用いることが、車両姿勢の安定性を確
保するうえで好ましい。
【００１２】
　前記冗長機能制御部２７は、前記車両の操縦者によるブレーキ力の要求値が大きくなる
ほど前記前後方向の減速度の閾値が大きくなる相関に基づいて、前記前後方向の減速度の
閾値を変更するものとしても良い。このように前後方向の減速度の閾値を変更することで
、補助電源１８の使用頻度を木目細かく制限することができる。
【００１３】
　前記電動ブレーキシステムを搭載した車両の走行速度を推定する車速推定手段３０を設
け、前記冗長機能制御部２７は、前記定められた条件として、前記基本条件を満たすこと
に加え、前記車速推定手段３０で推定した車速が定められた車速以上の条件を満たすとき
前記補助電源１８を用いるものとしても良い。
　前記定められた車速は、試験やシミュレーション等の結果により定められる。
　いずれかの車輪に対応する電動ブレーキ装置への電力供給に異常有りと異常判断部２６
が判断した場合であっても、車両が例えば停車状態では車両に旋回加速度は生じない。こ
のため、車速推定手段３０で推定した車速が定められた車速以上の条件を満たすとき補助
電源１８を用いる。このように補助電源１８を限定して用いることで、補助電源１８の小
型化を図ることが可能となる。
　電力供給に異常が有ると判断された電動ブレーキ装置の前記冗長機能制御部２７は、電
力供給に異常が無い全ての電動ブレーキ装置のセンシング情報から、前記補助電源１８の
電力を使用するか否かを決定しても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明の電動ブレーキシステムは、ブレーキロータと、このブレーキロータに接触さ
せる摩擦部材と、この摩擦部材を前記ブレーキロータに接触させる摩擦部材操作手段と、
この摩擦部材操作手段を駆動する電動モータと、この電動モータを制御することによりブ
レーキ力を制御する制御装置とを備える電動ブレーキ装置を複数設けた電動ブレーキシス
テムにおいて、前記各電動ブレーキ装置における前記電動モータおよび前記制御装置に電
力を供給する主たる電源装置を設け、前記各電動ブレーキ装置に、前記主たる電源装置か
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ら供給される電力を蓄電しておき少なくとも前記電動ブレーキ装置の前記電動モータに補
助的に用いる補助電源を設ける。前記各電動ブレーキ装置の前記制御装置は、前記電源装
置から前記電動ブレーキ装置への電力供給の異常の有無を判断する異常判断部と、この異
常判断部により、前記電源装置から前記電動ブレーキ装置への電力供給に異常有りと判断
したとき、定められた条件に従って前記補助電源を用いて前記ブレーキ力を制御する冗長
機能制御部とを有する。この冗長機能制御部は、前記定められた条件として、少なくとも
、前記異常判断部で電力供給に異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置だけでは
所望のブレーキ力が出せないという基本条件を満たすとき、前記補助電源を用いて前記ブ
レーキ力を制御する。このため、電源系統の冗長性を備えると共に構成部品の搭載スペー
スの自由度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の実施形態に係る電動ブレーキシステムを車両に搭載した構成例を平面
視で示す図である。
【図２】同電動ブレーキシステムの各電動ブレーキ装置を概略示す図である。
【図３】同電動ブレーキシステムの制御系のブロック図である。
【図４】同電動ブレーキシステムの補助電源の使用例を示す図である。
【図５】同電動ブレーキシステムの主電源異常時の例を示す図である。
【図６】同電動ブレーキシステムの動作例を示す図である。
【図７】同電動ブレーキシステムの他の動作例を示す図である。
【図８】この発明の他の実施形態に係る電動ブレーキシステムを車両に搭載した構成例を
平面視で示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　この発明の実施形態に係る電動ブレーキシステムを図１ないし図７と共に説明する。
　図１に示すように、この電動ブレーキシステムは、複数の電動ブレーキ装置ＦＬ，ＦＲ
，ＲＬ，ＲＲと、主たる電源装置３と、上位ＥＣＵ１７とを有する。各電動ブレーキ装置
ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲは、電動ブレーキアクチュエータ１と、制御装置２と、補助電源
１８とを有する。この例では、四輪車両の各輪にそれぞれ対応する制御装置２を設けてい
る。先ず、電動ブレーキアクチュエータ１について説明する。
【００１７】
　図２に示すように、電動ブレーキアクチュエータ１は、電動モータ４と、この電動モー
タ４の回転を減速する減速機構５と、直動機構（摩擦部材操作手段）６と、駐車ブレーキ
であるパーキングブレーキ機構７と、ブレーキロータ８と、摩擦部材９とを有する。電動
モータ４、減速機構５、および直動機構６は、例えば、図示外のハウジング等に組み込ま
れる。電動モータ４は３相の同期モータ等からなる。
【００１８】
　減速機構５は、電動モータ４の回転を、回転軸１０に固定された３次歯車１１に減速し
て伝える機構であり、１次歯車１２、中間歯車１３、および３次歯車１１を含む。この例
では、減速機構５は、電動モータ４のロータ軸４ａに取り付けられた１次歯車１２の回転
を、中間歯車１３により減速して、回転軸１０の端部に固定された３次歯車１１に伝達可
能としている。
【００１９】
　摩擦部材操作手段である直動機構６は、減速機構５で出力される回転運動を送りねじ機
構により直動部１４の直線運動に変換して、ブレーキロータ８に対して摩擦部材９を当接
離隔させる機構である。直動部１４は、回り止めされ且つ矢符Ａ１にて表記する軸方向に
移動自在に支持されている。直動部１４のアウトボード側端に摩擦部材９が設けられる。
電動モータ４の回転を減速機構５を介して直動機構６に伝達することで、回転運動が直線
運動に変換され、それが摩擦部材９の押圧力に変換されることによりブレーキ力を発生さ
せる。なお電動ブレーキ装置ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲ（図１）を車両に搭載した状態で、
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車両の外側をアウトボード側といい、車両の中央側をインボード側という。
【００２０】
　パーキングブレーキ機構７のアクチュエータ１６として、例えば、リニアソレノイドが
適用される。アクチュエータ１６によりロック部材（ソレノイドピン）１５を進出させて
中間歯車１３に形成された係止孔（図示せず）に嵌まり込ませることで係止し、中間歯車
１３の回転を禁止することで、パーキングロック状態にする。ロック部材１５を前記係止
孔から離脱させることで中間歯車１３の回転を許容し、アンロック状態にする。
【００２１】
　図１に示すように、各電動ブレーキ装置ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲの制御装置２に、主た
る電源装置３と、各制御装置２の上位制御手段である上位ＥＣＵ１７とが接続されている
。なお上位ＥＣＵは「ＶＣＵ」とも称される。上位ＥＣＵ１７として、例えば、車両全般
を制御する電気制御ユニットが適用される。また上位ＥＣＵ１７は、各電動ブレーキ装置
ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲの統合制御機能を有する。主たる電源装置３は、各電動ブレーキ
装置ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲにおける電動モータ４（図２）および制御装置２に電力を供
給する。この電源装置３としては、例えば、車両に搭載される１２Ｖバッテリを用いる。
【００２２】
　図３は、この電動ブレーキシステムの制御系のブロック図である。
　上位ＥＣＵ１７は、車両の操縦者のブレーキペダル１９（図１）の操作量（ブレーキ力
の要求値）に応じて変化するセンサ（図示せず）の出力に応じて、各電動ブレーキ装置の
制御装置２それぞれにブレーキ力目標値を出力する。各電動ブレーキ装置へのブレーキ力
目標値の配分比率は、例えば、固定の比率としても良く、加速度センサ等の車載センサ類
の情報および搭載車両の諸元から推定する車両の運動や姿勢に基づく可変の比率としても
良い。
【００２３】
　各制御装置２は、演算器２０と、モータドライバ２１と、スイッチ２２と、逆流防止機
構部２３と、電流センサ２４とを有する。演算器２０は、例えば、マイクロコンピュータ
等のプロセッサ、または、ＡＳＩＣ等のハードウェアモジュールである。演算器２０は、
制御演算機能部２５と、異常判断部２６と、冗長機能制御部２７とを有する。
【００２４】
　これらのうち制御演算機能部２５は、上位ＥＣＵ１７からのブレーキ力目標値、および
、電動ブレーキアクチュエータ１のセンシング情報から、適切なブレーキ力となるようモ
ータドライバ２１を介して電動モータ４を制御する。モータドライバ２１は、電源装置３
の直流電力を電動モータ４の駆動に用いる３相の交流電力に変換する。このモータドライ
バ２１は、例えば、電界効果トランジスタ（Field effect transistor,略称ＦＥＴ）、ス
ナバコンデンサ等を用いたハーフブリッジ回路であっても良い。
【００２５】
　前記センシング情報としては、電流等検出手段Ｓａから検出されるモータ電流値、およ
び、回転角推定手段Ｓｂから推定されるモータ角度等が挙げられる。前記電流等検出手段
Ｓａは、例えば、電流センサであっても良く、予め測定したインダクタンス値や抵抗値等
のモータ諸元およびモータ電圧からモータ電流値を推定しても良い。前記回転角推定手段
Ｓｂは、例えば、磁気エンコーダやレゾルバ等の角度センサであっても良く、前記モータ
諸元およびモータ電圧から物理方程式を用いてモータ角度を推定しても良い。
【００２６】
　演算部２０の異常判断部２６は、電源装置３から電動ブレーキ装置への電力供給の異常
の有無を判断する。異常判断部２６は、電源装置自体の異常だけでなく、電源装置３から
延びる電力供給ハーネスの断線等の異常も判断する。主たる電源装置３から各制御装置２
に延びる電力線における電力供給方向上流側に電流センサ２４が設けられる。電力線２８
は、電源装置３から電流センサ２４、逆流防止機構部２３、スイッチ２２、演算器２０、
および補助電源１８に至る第１経路２８ａ、逆流防止機構部２３とスイッチ２２との間か
らモータドライバ２１に至る第２経路２８ｂ、モータドライバ２１から電動モータ４に至
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る第３経路２８ｃにそれぞれ設けられる。
【００２７】
　逆流防止機構２３は、例えば、ダイオードを用いることができ、電動モータ４の回生電
力を電源装置３に戻さずに補助電源１８に充電するために設けている。異常判断部２６が
異常無しと判断するとき、演算器２０はスイッチ２２をオンにしておくことで電動モータ
４の回生電力を補助電源１８に供給し得る。
　異常判断部２６は、例えば、電力供給の異常の有無を判断するときスイッチ２２をオフ
にし、このスイッチ切断状態で電流センサ２４で検出された電流値から判断する。
【００２８】
　冗長機能制御部２７は、異常判断部２６により電源装置３から電動ブレーキ装置への電
力供給に異常有りと判断したとき、定められた条件に従って補助電源１８を用いてブレー
キ力を制御する。この冗長機能制御部２７は、前記定められた条件として、異常判断部２
６で電力供給に異常が無いと判断された全ての電動ブレーキ装置だけでは、少なくとも所
望のブレーキ力が出せないとき、補助電源１８を用いてブレーキ力を制御する。この場合
、電力供給に異常が無い他の全ての電動ブレーキ装置の動作状態を、異常判断部２６が異
常有りと判断した電動ブレーキ装置に送信する。前記動作状態として前記センシング情報
を用いることができる。
【００２９】
　このセンシング情報を送信された電動ブレーキ装置の演算器２０は、この演算器２０の
冗長機能制御部２７にて電力供給に異常が有る電動ブレーキ装置を補助電源１８で動作さ
せるか否かを判断する。この場合に、前記冗長機能制御部２７は、他の全ての電動ブレー
キ装置の動作状態から電動ブレーキシステム全体の機能状態を見ながら、補助電源１８の
電力を使用するか否かを決定し得る。補助電源１８としては、例えば、キャパシタや、車
両に一般的に用いられるバッテリよりも小型のバッテリを適用し得る。
【００３０】
　図４は、この電動ブレーキシステムの補助電源１８の使用例を示す図である。以下、図
３も適宜参照しつつ説明する。なお図４中の補助電源１８内の記載において、「正常」は
電源装置３と接続された状態、「無効」は電源装置３が接続されず、補助電源１８が電動
モータ４（図３）から切断された状態（図３のスイッチ２２がオフの状態）、「有効」は
電源装置３が接続されず、補助電源１８を接続した状態（図３のスイッチ２２がオンの状
態）をそれぞれ示す。
【００３１】
　図４（ａ）は、電源装置３から一部の電動ブレーキ装置ＦＬ（この例では左前輪に対応
する電動ブレーキ装置ＦＬ）に繋がる電力供給ハーネスが断線し、電流センサ２４の検出
された電流値から異常判断部２６は電力供給に異常が生じた状態と判断する。しかしこの
段階では、その他の車輪（この例では右前輪、左右後輪）に対応する電動ブレーキ装置Ｆ
Ｒ，ＲＬ，ＲＲを用いて所定のブレーキ力を出せるため、異常が生じた電動ブレーキ装置
ＦＬの冗長機能制御部２７は補助電源１８を使用しない。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、図４（ａ）の状態に続いて、他の電動ブレーキ装置ＲＬ（こ
の例は左後輪に対応する電動ブレーキ装置ＲＬ）につき、例えば演算器２０の異常等が発
生した場合、この電動ブレーキ装置ＲＬの動作状態であるセンシング情報、およびその他
の正常な電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＲのセンシング情報を前記一部の電動ブレーキ装置Ｆ
Ｌに送信する。この場合において、正常な電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＲのみで制動する場
合は、必ず同図中右回りの旋回加速度が発生してしまう。このため、左前輪に対応する電
動ブレーキ装置ＦＬの冗長機能制御部２７はこの電動ブレーキ装置ＦＬの補助電源１８を
有効にして、三つの電動ブレーキ装置ＦＬ，ＦＲ，ＲＲを用いて制動する。
【００３３】
　図４（ａ）に示す、左前輪に対応する電動ブレーキ装置ＦＬに繋がる電力線２８が断線
しただけの状態において、例えば、ブレーキペダル１９（図１）が強く踏み込まれた場合
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など、車両の操縦者による要求ブレーキ力が高くなると、右前輪ＦＲ、左右後輪ＲＬ，Ｒ
Ｒのみのブレーキ力では不足する場合がある。そこで異常が生じている電動ブレーキ装置
ＦＬの冗長機能制御部２７は、異常がないと判断された右前輪、左右後輪の電動ブレーキ
装置ＦＲ、ＲＬ，ＲＲによって発生する前後方向の減速度が閾値以下となるという基本条
件を満たすことに加え、車両の旋回加速度が定められた値以下となるとき、補助電源１８
を有効にして電動ブレーキ装置ＦＬに制動力を発生させる。
【００３４】
　各前後方向の減速度は、それぞれの電動ブレーキ装置ＦＲ、ＲＬ，ＲＲにおける前記セ
ンシング情報から演算器２０で算出され、上位ＥＣＵ１７を介して、制御対象となる電動
ブレーキ装置ＦＬの演算器２０に伝達される。この演算器２０の冗長機能制御部２７は、
このような要求ブレーキ力が高くなる場合に電動ブレーキ装置ＦＬの補助電源１８を有効
とするよう、補助電源１８を有効にするか否かの閾値を要求ブレーキ力に応じて可変とし
ても良い。車両の操縦者によるブレーキ力の要求値が大きくなるほど前後方向の減速度の
閾値が大きくなる相関が、例えば、演算器２０における図示外の記憶手段に記憶されてい
る。冗長機能制御部２７は、前記記憶手段に記憶された相関に基づいて、前記前後方向の
減速度の閾値を変更するものとしても良い。このように前後方向の減速度の閾値を変更す
ることで、補助電源１８の使用頻度を制限し得る。
【００３５】
　図５に示すように、主たる電源装置３に異常が発生すると全てのブレーキ力が失われる
ため、４輪の電動ブレーキ装置ＦＬ、ＦＲ、ＲＬ、ＲＲの各制御装置２の異常判断部２６
が電源装置３に異常有りと判断すると、各制御装置２の冗長機能制御部２７はそれぞれの
補助電源１８を直ちに有効にして要求ブレーキ力に応じて制動する。
【００３６】
　図６は、この電動ブレーキシステムの動作例を示す図である。この図は、図４（ａ）お
よび（ｂ）の例における動作例を示す。これら図４（ａ），（ｂ）および図３も適宜参照
しつつ説明する。制御演算機能部２５が、要求ブレーキ力に応じたブレーキ力目標値、お
よび、前記センシング情報から電動モータ４を制御することで制動を開始する。その後、
左前輪に対応する電動ブレーキ装置ＦＬに、例えば、ハーネス断線等の電力線異常が発生
したとする。
【００３７】
　その際、電動ブレーキ装置ＦＬは補助電源１８を用いて駆動することができるが、電源
系統が正常に接続されている他の電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＬ，ＲＲで制動可能であるた
め、電動ブレーキ装置ＦＬは使用しない。このときの電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＬ，ＲＲ
の各ブレーキ力については、車両に発生する旋回加速度であるヨーレートが定められた値
以下となる制約条件のもと決定するのが好ましい。前記ヨーレートは、例えば、ヨーレー
トセンサ２９（図３）により検出される。
【００３８】
　その後、左後輪に対応する電動ブレーキ装置ＲＬに、例えば、演算器２０の異常等が発
生したとする。その際、図４（ｂ）中の右側列の電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＲのみでは前
記ヨーレートを定められた値以下としながら制動することは困難である。このため、左前
輪の電動ブレーキ装置ＦＬの補助電源１８を使用して電動ブレーキ装置ＦＬ，ＦＲ，ＲＲ
にて制動を行う。その後、車両が停止した後は極端な傾斜等の条件下を除いてヨーレート
は発生し難いため、補助電源１８の容量を温存するため電動ブレーキ装置ＦＬの駆動を停
止し、右側列の電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＲにて停車状態を維持する。
【００３９】
　図７は、この電動ブレーキシステムの他の動作例を示す図である。この図は、図４（ａ
）の例において、要求ブレーキ力が所定値以下となることを条件とした動作例を示す。制
動開始から電動ブレーキ装置ＦＬにハーネス断線等の電力線異常が発生したとすると、そ
れまでは図６と同様に動作する。
【００４０】
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　その後、要求ブレーキ力が増加し、他の電動ブレーキ装置ＦＲ，ＲＬ，ＲＲのみではブ
レーキ力が不足すると判断されると、補助電源１８を用いて電動ブレーキ装置ＦＬを駆動
する。その際、異常が発生している電動ブレーキ装置ＦＬは極力少ない電力で済むような
ブレーキバランスとすることができる。その後、車両が停止した後は、補助電源１８の容
量を温存するため電動ブレーキ装置ＦＬの駆動を停止し、他の電動ブレーキ装置ＲＬ，Ｆ
Ｒ，ＲＲにて停車状態を維持する。
【００４１】
　以上説明した電動ブレーキシステムによれば、通常、主たる電源装置３は電動モータ４
および制御装置２に電力を供給する。制御装置２は、上位ＥＣＵ１７からのブレーキ力目
標値、および、電動ブレーキアクチュエータ１のセンシング情報から、適切なブレーキ力
となるよう電動モータ４を制御する。このとき補助電源１８に、主たる電源装置３から電
力が供給されて蓄電される。また電動モータ４の回生電力も補助電源１８に供給し得る。
【００４２】
　冗長機能制御部２７は、異常判断部２６により電動ブレーキ装置への電力供給に異常有
りと判断したとき、定められた条件に従って補助電源１８を用いてブレーキ力を制御する
。冗長機能制御部２７は、定められた条件として、電力供給に異常が無いと判断された全
ての電動ブレーキ装置だけでは、少なくとも所望のブレーキ力が出せないとき、補助電源
１８を用いてブレーキ力を制御する。このように電動ブレーキシステムにおいて、主たる
電源装置３および補助電源１８を設けることで、電源系統の冗長機能を備えることができ
る。
【００４３】
　さらに電動ブレーキシステム全体の機能が所定より低下した場合に限定して補助電源１
８を用いるため、例えば、車両に一般的に用いられるバッテリよりも小型のバッテリや、
キャパシタを補助電源１８として適用することができる。補助電源１８を限定して用いる
分、補助電源１８の小型化を図り、同補助電源１８の車両への搭載スペースの自由度を高
めることができる。これにより、設計の自由度を高めることができる。
【００４４】
　他の実施形態について説明する。
　以下の説明においては、各形態で先行する形態で説明している事項に対応している部分
には同一の参照符号を付し、重複する説明を略する。構成の一部のみを説明している場合
、構成の他の部分は、特に記載のない限り先行して説明している形態と同様とする。同一
の構成から同一の作用効果を奏する。実施の各形態で具体的に説明している部分の組合せ
ばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施の形態同士を部分的に組合せる
ことも可能である。
【００４５】
　図８に示すように、前輪の左右輪に対応する二つの電動ブレーキアクチュエータ１，１
に対し、一つの制御装置２および一つの補助電源１８を設け、後輪の左右輪に対応する二
つの電動ブレーキアクチュエータ１，１に対し、一つの制御装置２および一つの補助電源
１８を設けても良い。
【００４６】
　図１、図８のいずれの構成においても、全ての電動ブレーキ装置に補助電源１８を設け
る例を示しているが、一部の電動ブレーキ装置のみ補助電源１８を設ける構成としても良
い。例えば、一般に四輪自動車において、フロント用のブレーキはリア用のブレーキの二
倍ないしそれ以上の制動力を発揮するため、フロント用の電動ブレーキ装置のみ補助電源
１８で冗長化される構成としても良い。
【００４７】
　電源装置３から電動ブレーキ装置への電力供給の異常の有無を判断するとき、電流セン
サ２４を用いずに、上位ＥＣＵ１７にて電源供給状態の監視を行い、この監視している情
報を演算器２０に伝達する構成としても良い。この場合、演算器２０の異常判断部２６は
、上位ＥＣＵ１７から与えられる情報を定められた関係設定手段に照合して電力供給の異
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常の有無を判断し得る。
【００４８】
　例えば、停車状態において、車両に旋回加速度は生じないため、補助電源１８は車速が
定められた車速以上の場合のみ用いるものとしても良い。具体的には、図３に示すように
、電動ブレーキシステムを搭載した車両の走行速度を推定する車速推定手段３０を設け、
冗長機能制御部２７は、定められた条件として、車速推定手段３０で推定した車速が定め
られた車速以上の条件を満たすとき補助電源１８を用いるものとしても良い。
　また、リヤ側の電動ブレーキ装置よりもブレーキ力の大きなフロント側の電動ブレーキ
装置を優先して使う等の処理を用いても良い。
【００４９】
　以上、実施形態に基づいてこの発明を実施するための形態を説明したが、今回開示され
た実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。この発明の範囲は上記
した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および
範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００５０】
２…制御装置
３…電源装置
４…電動モータ
６…直動機構（摩擦部材操作手段）
８…ブレーキロータ
９…摩擦部材
１８…補助電源
２６…異常判断部
２７…冗長機能制御部
３０…車速推定手段
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